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なお巨額な金融への公的支援
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政策担当者の認識

ピッツバーグ・Ｇ20金融サミット（09年9月25日）
短期的には、経済刺激策の実施を継続。回復が十分確保された時点で実施
されるべき、例外的措置を戻すためのプロセスの作成が必要。財務大臣に、
国や政策手段の種類により規模やタイミング等が異なることを認識しつつ、
協力的で調和した出口戦略の作成を11月会合において継続することを指示。

我々は、世界的成長を更に均衡あるパターンにうまく移行させるよう協働す
ることが必要となるであろう。

イスタンブール・Ｇ7財務相会議（09年10月3日）
成長の見通しは依然として脆弱であり、労働市場の状況はまだ改善していな
いので、自己満足の余地はない。回復が確保されるまで、我々は、経済支援
策を維持する。

為替レートの過度の変動や無秩序な動きは、経済及び金融の安定に対して
悪影響を与える。我々は、引き続き為替市場をよく注視し、適切に協力する。
我々は、中国のより柔軟な為替レートへの移行に対する継続したコミットメント
を歓迎する。これは、実効ベースでの人民元の継続した増価をもたらすととも
に、中国経済及び世界経済全体のより均衡の取れた成長の促進に寄与する。
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世界の風景は変わった

（IMF、World Economic Outlook Database, October 2009）

1,5331,3641,2551,6771,294989764592Russia

1,4491,3391,2431,2071,101875784669India

5,8445,2634,7584,3273,3822,6582,2361,932China

10,6489,6918,7378,7847,1115,6124,6663,857BRICs小計

15,32714,70414,26614,44114,07813,39912,63811,868United States

12,93612,71312,27613,64612,32810,74010,1529,765Euro area

5,2675,1875,0494,9114,3804,3634,5524,606Japan

9278558009291,049952845722Korea

41,974

11,157

664

2004年

45,385

12,532

882

2005年

49,115

14,050

1,089

2006年

55,270

16,323

1,334

2007年

63,42960,49557,22860,917World

18,32417,34416,10118,206Others

1,8221,7241,4821,573Brazil

2011年2010年2009年2008年国名

各国のドルベース名目GDP（単位：10億ドル） 2008年以降はIMFの推計



10

世界の風景は変わった

（IMF、World Economic Outlook Database, October 2009）
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対外収支不均衡の是正とは
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二つの顔を持つドル
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